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午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。 

 報告します。住民課長、ひまわりこども園長は、公務等のため欠席です。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 議案第９号 令和４年度美浜町国民健康保険特別会計予算についてを議題と

します。 

 本件について細部説明を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） おはようございます。 

 議案第９号 令和４年度美浜町国民健康保険特別会計予算について、細部説明を申し上

げます。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ９億６４，１６６千円で、前年度と比較して３０，２０５

千円、３．０４％の減少でございます。国保から後期高齢者医療への移行などによる被保

険者数の減少と保険給付費が減少したことが主な要因でございます。また、保険税率の上

昇を抑制するため基金から３３，０００千円の繰入れを行います。 

 では、まず歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、国民健康保険税は被保険者１，６８６名を見込み、一般被保険者国民健康保険

税１億５６，３９３千円、退職被保険者等国民健康保険税６千円で、合計１億５６，３９９

千円でございます。前年度と比較して５，６４１千円の減額でございます。今年度、資産

割の廃止を行ったことが主な要因でございます。 

 ８ページ、使用料及び手数料の督促手数料は５０千円でございます。 

 国庫支出金、国庫補助金、災害臨時特例補助金は１千円の科目設定でございます。 

 下段の県支出金、県補助金は保険給付費等交付金として普通交付金６億７４，９０３千

円、１０ページ、特別交付金１３，３８９千円、合わせて６億８８，２９２千円でござい

ます。 

 また、財政対策補助金は１，６９１千円でございます。 

 財産収入、財産運用収入は基金の預金利子１２０千円でございます。 

 一般会計繰入金は８１，８３９千円で、前年度と比較して２，６５９千円の減額でござ

います。内訳は、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分２９，８５１千円、同繰入金の保険

者支援分１６，６８１千円、同繰入金の未就学児保険税軽減分４００千円、職員給与費等

繰入金１３，０５０千円、出産育児一時金等繰入金２，５２０千円、１２ページ、財政安

定化支援事業繰入金１５，８９２千円、自単事業分３，４４５千円でございます。 

 繰入金、基金繰入金３３，０００千円は、保険税率の上昇を抑制するため基金から繰入

れを行います。 

 繰越金は１，０００千円でございます。 
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 諸収入、延滞金、加算及び過料は４０１千円で、一般被保険者延滞金４００千円、退職

被保険者等延滞金１千円でございます。 

 １４ページ、預金利子は１千円の科目設定でございます。 

 雑入、一般被保険者第三者納付金３５０千円、退職被保険者等第三者納付金１千円、

一般被保険者等返納金１０千円、退職被保険者等返納金１千円、高額療養費貸付金償還

金１，０００千円、雑入は指定公費受入金１０千円を計上しています。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 １６ページ、総務費、総務管理費、一般管理費は１１，０９０千円で、１名分の人件費

と事務経費となっています。一般管理費の内訳としては、給料３，８０９千円、職員手当

等２，４０９千円、共済費１，１４８千円、需用費１３０千円、役務費２，７３２千円、

委託料２４８千円、負担金補助及び交付金６１４千円でございます。国民健康保険団体連

合会負担金は８５３千円でございます。 

 徴収費の賦課徴収費は２，１０６千円で、コンビニ収納の手数料、クラウドシステムに

よる帳票類の共同印刷などの費用、今年度は税制改正に伴うプログラム修正料１，１５５

千円を計上してございます。 

 １８ページの運営協議会費は１９８千円で、委員９名分の報酬と需用費でございます。 

 次に、第２款保険給付費の合計額は６億７９，２２６千円で、前年度と比較して

３２，７９２千円の減額でございます。一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療

養費の減額が主な要因でございます。内訳は、療養諸費５億８６，２２３千円、高額療養

費８８，６６９千円、２０ページ、移送費１１千円、出産育児諸費３，７８２千円、２２

ページ、葬祭諸費５４０千円、傷病諸費１千円でございます。 

 第３款国民健康保険事業費納付金の合計額は２億５６，５１７千円でございます。内訳

は、医療給付費分１億９０，２７８千円、２４ページ、後期高齢者支援金等分４７，７３０

千円、介護給付費給付金分１８，５０９千円は和歌山県に納める納付金でございます。 

 第４款共同事業拠出金は１千円でございます。保健事業費は４，０８４千円、高額療養

費貸付金は１，０００千円でございます。 

 ２６ページ、保健事業費の特定健康診査等事業費は８，２１９千円で、今年度におきま

しても雇い上げた保健師による特定健康診査未受診者への電話連絡等により、受診率の向

上に努めるとともに、受診者に合った受診勧奨の案内を送付する特定健康診査等受診率向

上事業にも取り組みます。 

 基金積立金は利子積立金の１２０千円でございます。 

 諸支出金は保険税その他の還付などに要する経費で、款の合計は７５２千円でございま

す。 

 なお、添付資料として給与費明細書を添付してございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。４番、北村議員。 
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○４番（北村龍二君） ２７ページ、お願いします。 

 ２７ページの１２番委託料、ここなんですが、三つほど指導委託料、健康診査委託料、

受診率向上事業と三つあるわけなんですが、指導委託料というのは、もちろん指導される

方の人数かなんかで動かないかも分からないんですけれども、あとの二つ、健康診査とか

受診率の向上事業とか、結局これ前年度よりやっぱりちょっとずつ下がっていってるわけ

です。これ、結局健康診断というくくりで見れば、コロナもあって受診率が悪いという可

能性もあるんですが、これを安易に下げていって受診率が向上しないんじゃないかと。 

 例えば向上事業に関しては、もう前年度と比べれば１，０００千以上違う。この辺の考

え方ですよね。簡単に目標を下げるのがいいのかどうか。やっぱり住民さんの生命を守る

ためにも、なかなか足を運んでくれない人も、こっちへ来さすと、受診さすというような

考え方を持っていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 北村議員にお答えします。 

 特定健康診査委託料ですけれども、こちらのほうは特定健康診査受けていただく方の部

分についての委託料ということで、病院に支払うものになります。こちらのほう予算計上

としまして、第３期の特定健康診査等実施計画で、目標のパーセントが４８％という形で

予算計上させていただいております。今、現状令和２年度で少し受診率下がりまして、今

美浜町で３４．２％、２年度につきましては県全体で下がってまして、県が３１．８％と

いう受診率でございます。 

 できるだけそういった目標の数値に届くようにということで、受診率向上事業という形

で委託してやってるんですけれども、こちらのほうの減額の理由なんですが、もともと受

診率向上事業というのは、未受診者に対してその人に合ったという形で、６パターンに分

けて健診時の質問項目を分析しましてご案内をさせていただくという事業なんですけども、

３年度まではキャンサースキャンというところに委託しておりました。 

 今現状ちょっと頭打ちというか、受診率のほうもなかなか伸びてきてないというところ

もございまして、いろいろ課の中でも協議しまして、一度、今現在はがきのタイプでお送

りさせていただいてるんですけれども、少し大きな受診勧奨の啓発資材を考えまして、Ａ

４タイプの圧着タイプにしまして、少し皆さんにちょっと見ていただけるようにといいま

すか、注目していただけるように、少し業者のほう委託業者のほうを県の医療適正化事業

をやっております日本システム技術というところに、ちょっと委託先を変更するという形

で進めるという形で、予算計上させていただいてます。 

 その費用がちょっと１，０００千円ほど安くなったというところでございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） その健康受診向上率事業、それで１，０００千ほど安くなったと

いうことで了解いたしました。 
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 いずれにしても、さっきおっしゃったような受診の実施率が、元年で３８．２、２年

３４．２でしたか、そうですね。受けられる方というのは、元年と２年じゃそんなに人数

的には変わってないわけですよね。だから、やっぱり受けられない方もおられるかも分か

りませんけれど、この辺の何て言うんですか、受けていただけるような取組を前向きにや

っていただければなと。これはもう批判とかそんなんじゃなくて、やっぱりその数字が変

わってません。５２４人の令和元年の受講者に対して、４２７人令和２年、ちょっとずつ

減っているのは事実なんで、その辺ちょっとまた一回改善の余地があると思いますんで、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） データでもやっぱり、連続して受けていただけてる方は受

けていただいてるんですけれども、新規の方といいますか、そういった方にちょっとやっ

ぱり啓発進めていきたいと考えてございます。できるだけ受けていただくような形で、こ

ういった受診率向上事業、併せて進めていきたいと思っておりますので。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） すみません、基金です。１２ページ、１３ページの基金繰入金、

今回は３３，０００千繰り入れておられます。３年のときも２０，０００千、２年も

２０，０００千、元年では４０，０００千と繰り入れております。 

 まず、残高どれぐらいあるか教えてください、繰り入れたら。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 今の基金の残高ですけれども、１億１６，１８４，５９９円

でございます。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） 今１億１６，０００千ぐらいやというの分かりました。やっぱり

統一に向けての保険料の抑制も考えての、ちゃんと計算してのやつというのは分かります。

統一するまでにあと１億１６，０００千だったら、大体いけるって見込んでいるんか、見

込みをちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 龍神議員にお答えします。 

 基金、今１億１０，０００千あるんですけれども、今までずっとここ何年間２０，０００

千を基本として保険税の抑制のために入れております。今回３３，０００千になっている

のは、まず資産割を廃止したこと、これで大体８，５００千、それと、今回ちょっと今年

の納付金が４，５００千ほど増加しておりますんで、その分合わせまして３３，０００千

の基金取崩しを行っております。 

 ただ、今後令和９年の合併に向けて、少しずつ基金入れもてでもどこかでまた税率を上

げる必要は生じてまいります。そこで、なるべくスムーズに移行できるように、保険税を
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設定していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。 

○７番（谷進介君） 先ほど関連と申し上げたらよかったんですけれども、先ほどの北村

議員の質問の中で、委託料のところ２項目質問されてました。上の保健指導委託料、指導

のほうですね。 

 実は私は別の会社でこの指導をきつく受けた記憶がありますので、申し上げてるんです

が、手元の資料は令和元年と２年の資料しか僕ちょっとよう見つけられなかったんですけ

れども、元年度は４０．８％実施されて、２年度速報値ですけれども１７％と、かなり悪

い結果になってると思うんですけれど、これ全然別の一般業者へ委託するわけなんでしょ

う。この辺り先ほど啓発、その下二つの啓発の資料は何か別のをつくられたというか、変

えられたとおっしゃってましたけれども、課独自でいわゆる美浜町独自でというか、その

ような取組には、同じ予算計上やから全然変わらないんだろうと思いますけれど、その辺

どのように考えてらっしゃいますか。 

○議長（谷重幸君）健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 谷議員にお答えします。 

 特定保健指導委託料ですけれども、こちらのほうの委託料につきましては、北出病院、

日高病院で人間ドックを受けた方で、特定保健指導の対象者に対して保健師や管理栄養士

の指導を行っていただくものになっております。集団健診を受けていただいた方等につき

ましては、まちの保健師、栄養士が特定保健指導に当たってございます。 

 受診率ということですけれども、令和３年度なんですけれども、集団でその特定保健指

導の対象になる方が１５名、指導させていただいた方が１１名という形になってございま

す。で、ちょっと個別のほうはまだちょっと数字のほう出てないんですけれども、令和３

年度ではちょっとそういった状況なんですが、令和２年度ちょっと低いということでござ

います。 

 こちらから連絡させてはいただくんですが、なかなか忙しいとかご都合つかないとかと

いうちょっとご返答もいただいております。できるだけ受けていただくようにこちらのほ

うも保健師からの電話連絡等で、何とかそういった受診につながるように努めていきたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） この１９ページの１８番のこの負担金、補助金及び交付金、審査

支払手数料とありますが、これ請求レセプトの内容の審査という感じでよろしいんでしょ

うか。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 国保連合会でのレセプトの点検等の費用でございます。 
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○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） これ例えば１，７９６千円かかっておりますが、例えばこの審査

を通さんかったとして、通したとしてほんなら例えばどれぐらい今結果が出ていると、美

浜町が通さんかったり国保が通さんかったりしたときのその差といいますかねえ、何てい

うんですか、どれだけの減額できているのかというのを分かれば教えていただきたいと思

います。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） こちらのほうは、審査１件当たりの単価が決まってまして、

そのレセプトを点検した件数でお支払いするという形になってございます。 

 ちょっとその通らなかったどうこうというの、申し訳ございません、ちょっと資料を持

ってませんので、一度申し訳ございません、確認させていただきます。 

○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） これって私ももちろんその筋のプロじゃないんで分からないんで

すけれど、審査通さんでもええんかなとか、ふと思ったりもして、その代わり高いんでし

ょうなあという考え方をしたわけですよ。 

 審査委員会ですか、審査の内容がもしその審査委員会、これ大きな病院だけに限るんで

すか。これ今ほかの小さな病院でもこういう審査を受けながらいけるんですか。それによ

ってどれぐらいの差が、例えば１，７００千ほど払ってその審査委員会を通したら、もう

１０，０００千ぐらい得したよという請求ができるよという形なのか、直接もうそんなん

せんでもいけるんやよというこの誤差をちょっと知りたかったんで。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 北村議員にお答えします。 

 診療報酬の審査支払い手数料につきましては、明細書１件当たり５８円という形で決ま

っております。その１件当たりの件数掛ける審査の件数という形の金額となってございま

す。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。 

○７番（谷進介君） 今のですけれど、その１件当たり５８円は分かりました。要は、要

じゃないなあ、じゃ、全件審査に出されているのか、それともワンレセ、例えば何万以上

のものは審査に出すとか、すべからず全ての請求に関して審査を出されているということ

なんですか。 

 多分北村議員は、高額のレセプトの１００千円、高いのはその審査に出して、減額があ

ったりしたらその効果を知りたいんだろうと思うんですけれども、その辺はいかがですか。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 先ほどの５８円というのが明細書１件当たりということで

ございます。全件という形で、はい。 
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○議長（谷重幸君） いいですか。 

 １０番、鈴川議員。 

○１０番（鈴川基次君） ２５ページの委託料、人間ドック検診委託料、私も人間ドック

これ受けさせていただいているんですけれど、１日と２日とあると思うんですけれども、

これ一応何人分、１日と２日何人分の予算が取られているのか、ちょっと。それと自己負

担はたしか８千円、何年か前１日ドックで９千円に値上がりしたと思うんですけれど、自

己負担の率はそのままでいいのかということ。 

 それと、去年度の令和３年度の実績等も踏まえてしてると思うんですけれど、３年度の

検診した実績と今年何人分、令和４年度何人分を予想してるのかということを教えてくだ

さい。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 鈴川議員にお答えします。 

 人間ドックの検診委託料につきましては、１１０人分を計上してございます。１日ドッ

クが９３名分、２日ドックが１７名分となってございます。 

 自己負担につきましては、１日ドック９千円、２日間ドックで１４，５００円となって

ございます。 

 令和２年のドックの申込み、実施された方は８２名、令和３年度で１０４名の申込みを

いただいてございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第９号 令和４年度美浜町国民健

康保険特別会計予算については原案のとおり可決されました。 

 日程第２ 議案第１０号 令和４年度美浜町介護保険特別会計予算についてを議題とし

ます。 

 本件について細部説明を求めます。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） 議案第１０号 令和４年度美浜町介護保険特別会計予算

について、細部説明を申し上げます。 

 美浜町介護保険特別会計予算の総額は歳入歳出それぞれ８億４１，８７６千円で、前年

度と比較いたしまして３，９０５千円、率にして０．４７％の増でございます。 

 ３ページ、「第２表 債務負担行為」につきましては、令和６年度から令和８年度まで
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の３年間を計画期間とする第９期の介護保険事業計画策定業務について、来年度以降必要

となる金額を限度額としてお願いするものでございます。 

 では、まず歳入からご説明申し上げます。 

 ７ページの第１号被保険者保険料につきましては１億５６，１９８千円を計上してご

ざいます。基準月額は５，８８０円でございます。このうち、特別徴収保険料は１億

４３，９１２千円、普通徴収保険料は１２，１８６千円、滞納繰越し分保険料として１００

千円を計上しています。督促手数料は１０千円です。 

 国庫負担金は１億４０，３４４千円で前年度より２８３千円の減額となってございます。

国庫補助金は６４，６７５千円で、内訳が調整交付金５５，０２４千円、地域支援事業交

付金では、介護予防日常生活支援総合事業と総合事業以外に係る２交付金がありまして、

この合計が６，６６９千円でございます。 

 ９ページ、保険者機能強化推進交付金は１，６４６千円、地域支援事業費での高齢者の

予防健康づくりの取組に対する交付金でございます。介護保険保険者努力支援交付金は

１，３３６千円で、高齢者の自立支援、重度化防止の取組に対する交付金でございます。 

 支払い基金交付金は第２号被保険者の保険料分として、地域支援事業分として併せて支

払い基金から２億１７，２１９千円の交付を見込んでいます。前年度より２８７千円の増

額でございます。 

 県負担金は１億１２，４５６千円、前年度より３００千円の減額でございます。 

 県補助金は、地域支援事業交付金の介護予防日常生活支援総合事業と、１１ページの総

合事業以外に係る２交付金で３，９９７千円、前年度から３５２千円の増額でございます。 

 財産運用収入は介護給付費準備基金の利子２７千円です。 

 一般会計繰入金は１億４６，９４６千円で、前年度より２，６９４千円の増額となって

ございます。介護給付費に係る法定率での繰入れと事務費繰入金、また第１段階から第３

段階の方に対する保険料軽減措置に対する補塡分として、低所得者保険料軽減繰入金を計

上してございます。 

 １３ページからの繰越金と諸収入につきましては、それぞれ科目設定です。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 １７ページ、総務費、総務管理費は３３，６０９千円、前年度より２，８７９千円の増

額です。 

 報酬２９６千円は、介護保険認定調査業務を行うパートタイムの会計年度任用職員分、給

料８，６８９千円は職員２名とフルタイムの会計年度任用職員分、職員手当等は４，４２２

千円、共済費は２，４４６千円、旅費は５９千円、需用費は８０１千円、役務費は郵便料、

主治医意見書作成料などの必要経費３，１８４千円、委託料は第９期の介護保険事業計画

を策定するため、アンケート調査及び調査結果の入力集計、分析費用の介護保険事業計画

策定委託料や、介護人材不足の実態把握と課題分析を行う介護人材確保分析業務委託など

で３，７０４千円、使用料及び賃借料は介護事業所台帳管理システムプロダクト利用料の
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３３０千円、負担金補助及び交付金は御坊広域行政事務組合への介護認定審査会費分担金

などで９，６６９千円、公課費は９千円で車検の際の自動車重量税でございます。 

 次に、保険給付に係る費用についてでございます。 

 １９ページからの保険給付費の総額は７億７７，８７９千円で、対前年度比１，７９７

千円、率にして０．２３％の減額でございます。 

 介護サービス等諸費７億１６，９８３千円は、要介護の認定を受けた方へのサービス費

用で、デイサービスやヘルパーの利用、施設への入所費用等でございます。 

 その他諸費は、国保連合会への審査支払い手数料６９６千円、２１ページ、高額介護サ

ービス費１８，８３７千円は自己負担分が一定額を超えた場合の還付分です。 

 高額医療合算介護サービス等費３，１２０千円は、介護保険の自己負担と後期高齢者医

療等医療での自己負担額の合算額が一定額を超えた場合の還付分でございます。 

 特定入所者介護サービス等費２１，９５０千円は、一定の資格により施設の利用等の際

の食費、居住費の自己負担が軽減されるものでございます。 

 ２１ページから２４ページまでの介護予防サービス等諸費１６，２９３千円は、要支援

の認定を受けた方のサービス利用等に係る費用でございます。 

 ２３ページからの地域支援事業費は、介護給付とは別に美浜町地域包括支援センターが

実施する介護予防事業などに係る予算でございます。 

 包括的支援事業任意事業費３，４７８千円は、総合相談事業、権利擁護事業、認知症施

策などに係る費用でございます。 

 ２７ページ、介護予防生活支援サービス事業費２４，６２６千円は、保健医療専門職が

利用者の機能低下の状況に応じて、短期間集中的に訪問型サービスや通所型サービスを行

います。 

 一般介護予防事業費２，００６千円は、介護予防普及啓発や地域介護予防活動支援など

に係る費用でございます。 

 ２９ページ、その他諸費４８千円は国保連合会への介護予防生活支援サービス事業費の

審査に対する手数料です。 

 基金積立金は利子の積立てで２７千円、諸支出金は保険料の還付金２００千円、償還金、

還付加算金、延滞金はそれぞれ科目設定でございます。 

 なお、資料として給与費明細書に関する調書を添付してございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

 ７番、谷進介議員。 

○７番（谷進介君） 昨今この議論あまり聞かないんであれですけれど、入所待ちという

んですか、特養の待機者という表現がいいのかどうか分かりませんけれども、よくそうい

う悩みであったり愚痴であったり苦情等よく耳にしましたので、最近はそういうことはな

いのか。 
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 この美浜町、日高管内、あるいは特養施設に関して、我が美浜町住民に限ってもあれで

すけれども、どのぐらい待機者がいて。あれは何か複数重なり合って希望するから、実数

と何かその数値は乖離があるやには聞いてますが、その辺りはどうなのかということと、 

ここでもう大まかなことを聞いたらあれですけれども、２０２５年問題とか、とにかく高

齢者の数も増えて、必然的に介護、被介護対象者も増えるだろうというのはもう前から言

われてましたけれども、そのような問題について担当課としてどのようなお考えなのかお

聞きします。 

○議長（谷重幸君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） まず、特養の待機者等に関することですが、以前そうい

った形でかなり待って、なかなか入りにくいという話も聞いた時代もありましたが、最近、

特に順番って言うんじゃなしに、やっぱりその方の条件等によって各施設の入所基準があ

りますので、すぐに入れる方、また、しばらく待ってもらう方はおりますが、そういった

長い待機での苦情的な話は、最近は耳にすることはありません。 

 具体的な数字になりますと、３年度についてはまだちょっとつかめてないんですが、２

年度の実績におきましては、申請者数、美浜町においては２９名と、それと年度内に入所

した数が１８名、待機者数が２６名という状況でございます。 

 ２番目の２０２５年問題、また２０４０年問題と言われている今後の介護を取り巻く環

境についてなんですけれども、全国的な動向、また美浜町独自の動向ということで、その

内容につきましては各時期の、今であれば第８期の介護保険事業計画によって計画、また

推計されているところですが、今現在の進捗状況でいけば、計画どおり、ややちょっと３

年度におきましては給付費のほうが若干伸び、増加ぎみになっておるので、そういうとこ

ろはちょっと心配しておるところがありますが、そういったことを見込んだ上で計画、ま

た適正な介護保険の運営、また介護保険特別会計の運営等努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） はい、５番。まずは、今回４年度の第１号被保険者の保険数大体

どれぐらいで予算化されているのかなということと、もう一つは、もちろん高齢化率が上

昇傾向にあるのはもう予算見てても増えていってるんで分かっているところではあります

が、ちょっとコロナ禍の今なので、健康づくり教室とか介護予防の充実や推進が、やっぱ

り保険料の料率を今まで抑えてきたあるところもかなりあると思うんですが、今コロナ禍

によってそれがなかなかできていないと私も認識しております。 

 それで、介護認定の推移なんですけれども、どのような推移で今のところは来ているか

ということをちょっと教えてください。 

○議長（谷重幸君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） まず、被保険者の数ですが、３年度末の見込みで２，４５０

名の被保険者を見込んでおります。 



令和４年美浜町議会第１回定例会（第５日） 

 

 

 
159 

 それと、このコロナ禍における介護保険の現状についてという趣旨、また認定率であり

ますが、先ほどもちょっと話させていただいたんですが、３年度の給付費というのは、保

険給付費というのは、この介護保険特別会計の大部分を占める科目でございます。 

 ３年度については、計画では７億７８，０００千の推計に対しまして、決算見込みで

７億９３，０００千、４年度では７億９６，０００千の推計で、７億７１，０００千と。

３年度は推計値を１５，０００千オーバーしてるんです。４年度は予算額ベースでは

１８，０００千低い数字となっておりますので、そこのところが前回の計画では計画より

低い数値だったんですが、オーバーしている年度になっているということで、その辺のと

ころがちょっと心配しておるところです。 

 その認定率に関係もしてくるんですが、令和２年度までは１７％台を推移してました。

ただ昨年末、令和３年の１２月では１８．４％となっておりまして、この認定率の増加に

対して、こういった給付費の増というのも比例しておるというのが見られます。あくまで

も推測レベルであるんですが、コロナ禍ということも要因としては考えられるんですが、

これは全国的なもんでもありますんで、そこにそれについては実際令和３年度の決算が出

まして、また令和４年度の途中の給付費の推移を注視していきたいと思います。 

 また、要因として、別と考えておるのは、この認定率の上昇、また高齢者の人口の増加

ということで、昨年度と比べてましても７５歳以上の人口が、全体の人口が減っておるの

はご承知のとおりですが、７５歳以上の人口を見ましたら、去年と比べて同時期で１５名

の増と、また８０歳以上の人口については４０名の増ということになっておりまして、こ

のことは、いえば介護認定を受け始める年齢の方が多くなってきているということからも、

そういった傾向が見られると思っております。 

 以上が状況です。以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） 今のことに関連してくるんかも分からないんですけれども、この

第８期の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を見ますと、２０２０年令和２年度末

において、５０，０００千円程度の準備金の残高を見込んでいるということを書いており

ました。それで、介護給付費準備繰入金、この間補正で２，０００千円の補正がありまし

たが、現在その準備金の残高はどれぐらいに、入れた後４年度に向けての準備金の残高は

どれぐらいですか。 

○議長（谷重幸君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） 基金の残高についてですが、３年度末見込みで

５０，２３２，０２５円です。先日お認めいただきました２，０００千の取崩しという

ことで、それからいけば２，０００千を減額する基金の残額となっております。 

 あとは、計画では１８，０００千の基金の取崩しを見込んでおりますが、これは給付費

の動向によって対応する基金の取崩しとなっております。 

 以上です。 
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○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） その計画に今も課長おっしゃいました準備金１８，０００千円を

取り崩して、計算されて５８，８００千円という計画なので、今で１６，０００千が４年

であるということは、あと５年で５年の１年ですよね。私は大体計画どおり、今のお話も

聞いてて計画どおり行っているのかなとも思いますが、今度やっぱり５年に向けての介護

保険事業計画の策定にも入っております。 

 先ほど見込みはなかなか厳しいっていうところもありますが、このような感じでもう一

回谷議員と同じことになるかも分かりませんけれども、この基金の関係もありますし、そ

のような感じで何とか保険料もこの５０，０００千でうまくやっていって、９期も乗り切

って。 

 ９期っていうたら今度２０２４年から２０２６年の計画になってくると思うんで、２０２５

年の団塊の世代が７５歳以上になる一番まずは第一関門やと思うんで、ちょっともう一度

その辺の今までの流れの中のその見通し、もう一回お願いします。 

○議長（谷重幸君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） 今第８期の計画途中ということで先ほども話しさせてい

ただきましたが、見込み推計レベルですが、この令和３年度の給付の状況を見たら、ちょ

っと心配を否めないところが出てきておるので、そこのところを分析、注視していきまし

て、また、今コロナ禍で休んでますけれども、以前から取り組んでます介護予防事業、こ

れを改めて再稼働してその介護予防の普及、また保険給付の上昇の食い止めを意識しなが

ら、介護保険事業に取り組んでいきたいという所存です。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

 挙手多数です。したがって、議案第１０号 令和４年度美浜町介護保険特別会計予算に

ついては原案のとおり可決されました。 

 日程第３ 議案第１１号 令和４年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算についてを議

題とします。 

 本件について細部説明を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 議案第１１号 令和４年度美浜町後期高齢者医療特別会計

予算について、細部説明を申し上げます。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ２億４６，６７０千円、前年度と比べまして９，６６５千
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円、率にして４．０８％の増加となってございます。広域連合へ納める納付金が増加した

ことが主な要因でございます。 

 では、まず歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、後期高齢者医療保険料につきましてご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療制度は平成２０年度に創設され、保険料率については２年ごとに改定さ

れており、今年度は改定の年となってございます。均等割額については現行の５０，３０４

円が５０，３１７円となり１３円の増となります。所得割率は現行９．５１％から９．３３％

となり０．１８％の減となります。また、賦課限度額の見直し、窓口負担割合の見直し等

も予定されています。 

 保険料は今年度は被保険者数を１，４６４名と見込み、特別徴収保険料５３，５３４千

円、普通徴収保険料３３，２１４千円、滞納繰越分として７５千円の合計８６，８２３千

円を計上しています。前年度と比較して５，５７３千円の増額となってございます。 

 分担金及び負担金６２９千円は、美浜町が実施する人間ドック検診に対して広域連合か

ら交付されるものでございます。 

 督促手数料につきましては３千円を計上しています。 

 ８ページの一般会計からの繰入金につきましては１億５９，０２９千円で、内訳は、事

務費繰入金１２，８２７千円、このうち広域連合に納める事務費として５，１２０千円、

まちの事務費分として７，７０７千円を計上しています。 

 保険基盤安定繰入金は低所得者等の保険料軽減分を公費で補塡するもので３０，８５３

千円でございます。 

 療養給付費繰入金は医療費の１２分の１に相当する１億１５，３４９千円を計上してご

ざいます。 

 繰越金以下、１０ページの諸収入の雑入までは、それぞれ科目設定でございます。 

 償還金及び還付加算金は、昨年度と同額の１８０千円を計上してございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 １２ページの総務費の一般管理費２億３８，５１９千円についてですが、職員の人件費

は１名分で、給料２，４９０千円、職員手当等１，０３２千円、共済費７１３千円、需用

費は消耗品費と印刷製本費の８７千円でございます。 

 役務費は１，４６８千円、委託料は電算処理委託料と人間ドック検診委託料、クラウド

導入による共同印刷委託業務の合計２，１８１千円でございます。 

 負担金補助及び交付金２億３８，５１９千円につきましては、退職手当負担金と和歌山

県後期医療広域連合への納付金でございます。 

 諸支出金の保険料還付金は１５０千円、還付加算金は３０千円を計上してございます。 

 なお、添付資料として給与費明細書を添付しています。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。７番、谷進介議員。 
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○７番（谷進介君） ７番。７ページのところで、歳入の７ページのところでございます。 

 ３番の滞納繰越分、これは普通徴収の分だけか。これは普通徴収の滞納ですけれど、特

徴でやっぱり必ず取るから発生しないんですか。それと、この滞納繰越分、現在件数なり

額なりを少しお示し願いたい。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 谷議員にお答えします。 

 滞納繰越分につきましては、普通徴収分という形の滞納という形になります。 

 ２年度につきましては１件の滞納がございましたが、出納整理期間終了しましてすぐ納

付いただいてございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） １２、１３ページの節の１１役務費の郵便料なんですけれども、

例年大体８００千ちょっとぐらい、今年１，４３２千円ということで、どのような動きに

なるんですか。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 龍神議員にお答えします。 

 郵便料なんですけれども、制度改正に伴う２割負担という形の追加に伴う保険証の２回

目の交付がございまして、その分の郵便料が増加しているという形でございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） 今ちょっと２割負担ということがもう聞きましたので、先ほども

ちょっとお口にされておりましたので、ちょっとそのことで大体私も聞いておるんですけ

れども、大体この町民の皆さん気になるところですから、２割分負担される大体この美浜

町で何割ぐらい、何人といってもなかなか難しいと思うんで、いろんなパターンがあるん

で、何割ぐらいを見込んでいるのかということと、それにちょっと配慮措置があるという

のもちょっと聞いております。その辺をちょっとお願いします。 

○議長（谷重幸君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（浦真彰君） 龍神議員にお答えします。 

 ２割負担の可能性のある被保険者はということでございますが、所得の関係もありまし

て、パンフレットによりますと一応被保険者全体の約２０％という形になってございます。 

 前回森本議員の一般質問でもございましたが、そのときの３年の３月末現在の時点で、

大体美浜町では１７％で、和歌山県の資料では和歌山県は全体で１５．５％という形で、

大体２０％からそういった１５％の間での方が被保険者の方がなるということで、大体美

浜町でしますと２００人前後という形になってこようかと思います。 

 配慮措置なんですけれども、２割負担になる方に急激な負担増加を抑制するために、月

額にという形でございましたら、３千円までという形の措置もございます。 
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 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１１号 令和４年度美浜町後期

高齢者医療特別会計予算については原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。再開は１０時１０分です。 

午前九時五十八分休憩 

   ―――・――― 

午前十時一〇分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 日程第４ 議案第１２号 令和４年度美浜町下水道事業会計予算についてを議題としま

す。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 議案第１２号 令和４年度美浜町下水道事業会計予算につ

いて細部説明を申し上げます。 

 本年度から、地方公営企業法を適用することから特別会計を廃止し、美浜町下水道事業

会計として予算計上を行ってございます。 

 初めに、１ページの業務の予定量でございますが、水洗化戸数２，３５０戸、年間有収

水量５５万４，６５０㎥を見込み、１日平均有収水量は１，５２０㎥を予定してございま

す。 

 次に、収益的収支は、下水道事業収益、費用ともに２億１９，０６２千円の予定で、当

年度予定損益はゼロ円となってございます。 

 次に、資本的収支は、資本的収入４７，５９２千円、資本的支出８４，８７３千円の予

定でございます。 

 なお、資本的収支の不足額３７，２８１千円については、当年度損益勘定留保資金

３７，１７１千円と当年度分消費税資本的収支調整額１１０千円をもって補塡するもので

ございます。 

 また、会計制度を変更すると特別会計が３月３１日に廃止となるため、整理する未収金

及び未払金の額は、それぞれ７，７００千円及び１，１２６千円でございます。 

 第５条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでござ

います。 
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 第６条は、一時借入金の限度額を３０，０００千円と定めてございます。 

 第７条は、予定支出の各項の金額の流用について、収益的支出のうち、第１項営業費用

と第２項営業外費用と第３項特別損失との間の流用ができることとしてございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費２３，４８９

千円と定めてございます。 

 第９条は、一般会計から補助を受ける金額で、７７，１２９千円を予定してございます。 

 以上の予算の見積基礎として、１１ページ、１２ページの収益的収入についてご説明い

たします。 

 営業収益は８５，９０８千円で、内訳は、下水道使用料８５，７８２千円、その他営業

収益１２６千円でございます。 

 営業外収益は１億３３，１５４千円で、内訳は、受取利息３２千円、他会計補助金

７７，１２９千円、長期前受金戻入５５，９９３千円でございます。他会計補助金は、一

般会計補助金で付加税支出へ充当いたします。 

 次に、１３ページから２０ページの収益的支出についてご説明いたします。 

 営業費用は１億８５，２０４千円で、内訳としまして、管渠費は２０，２５７千円で、

主な支出は委託料１０，４４１千円、修繕費５，４３７千円、動力費２，５５１千円でご

ざいます。 

 処理場費は４２，７７０千円で、主な支出は委託料１２，７１７千円、汚泥処理料

５，９０４千円、修繕費８，７２７千円、動力費１１，３４２千円でございます。 

 総係費は２８，８６０千円で、主な支出は給料１２，５１６千円、手当５，７７６千円、

法定福利費５，１９７千円でございます。 

 減価償却費は、有形固定資産９３，３１７千円を計上してございます。 

 営業外費用は２２，５４４千円で、内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費２０，７６８

千円、消費税及び地方消費税１，７７６千円でございます。 

 特別損失は１０，８１４千円で、内訳は、過年度損益修正損１１０千円、その他特別損

失１０，７０４千円でございます。なお、その他特別損失のうち、過年度分賞与引当金繰

入額１，５１０千円、その他引当金繰入額２９４千円、過年度分消費税及び地方消費税

６，９００千円は、会計制度の変更により特別会計が３月３１日に廃止となり過年度分が

発生するためで、本年度のみに計上するものとなってございます。 

 予備費は５００千円を計上してございます。 

 次に、２１ページ、２２ページの資本的収入についてご説明いたします。 

 資本的収入は４７，５９２千円で、内訳は、他会計出資金４６，４９６千円、分担金

４８６千円、繰入金６１０千円でございます。他会計出資金は、一般会計出資金で企業債

償還金等に充当いたします。分担金は新規加入分担金３件分、繰入金は基金繰入金となっ

てございます。 

 次に、２３ページ、２４ページの資本的支出についてご説明いたします。 
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 資本的支出は８４，８７３千円で、内訳は、企業債償還金８３，１５１千円、負担金

１，６９２千円、基金積立金３０千円でございます。負担金は水道事業への負担金で検針

用機器更新によるもの、基金積立金は利子積立金となってございます。 

 次に、２５ページ、２６ページは期首の予定貸借対照表、２７ページ、２８ページは期

末の予定貸借対照表でございます。 

 ２９ページ、３０ページは注記で、重要な会計方針等でございます。 

 ３１ページは予定キャッシュ・フロー計算書で、資金期末残高は４，２６６千円を見込

んでございます。 

 以後は、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。７番、谷進介議員。 

○７番（谷進介君） ７番です。昨日もちょっと先走ったようにお聞きしましたけれども、

大体は今までの会計を廃止してこの企業会計にいくので得損がということで、今までより

も一般会計からの、昔は繰出金だったかな、の額が増えたというように理解しているんで

すけれども、もう一度、もし説明がいただけるのならお願いしますというところと、この

水洗化率、現状の。それと、小出しに聞くのもあれなんで、料金が統一されて、経過年数

もありますし、その辺の見通しとかはいかがですか。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 昨日の続きの旧繰出金の分でございます。 

 下水道事業会計となりまして、公営企業会計を適用することによって、議員おっしゃる

ように、３月３１日で特別会計が打ち切りという格好になります。それに伴って、１９ペ

ージの第３項の特別損失という部分につきまして、その第２目のその他特別損失というと

ころなんですけれども、引当金関係とか消費税の納付金額について、切り替え初年度のみ

の費用が発生するようになってございます。その辺の事情もございまして、去年度の繰入

金という解釈をして補助金と出資金を足すと７，１９８千円、両事業で繰入金が増えてい

るという格好になります。その費用、初年度のみの費用を合計しますと８，７０４千円と

いう格好になるんですけれども、それを差し引くと去年度よりは１，５００千円ほど減少

しているという格好になるんですけれども、初年度のみの費用が発生するということでご

理解いただきたいと思います。 

 水洗化率のほうなんですけれども、３年３月の時点ですけれども、農業集落排水事業に

つきましては約９３％、公共下水道事業につきましては７８％、両事業を合わせますと

８５％ぐらいの水洗化率というふうになってございます。 

 もう一点、料金を統一してから、令和４年度で５年を迎えます。このことにつきまして

は、当初の計画では５年たった時点で一度見直しますよということでやってございます。

その計画どおり、４年度を一つの区切りとしまして検討して、５年度の早い時期に一度ご
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報告できるような場を持てればというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ７番、谷進介議員。 

○７番（谷進介君） まあまあ順調というか、水洗化率も両事業を合わせれば８５％の数

字がありますので、かなと感じるところです。 

 で、もう一点、最初の質問のときにお聞きしておいたらよかったんですけれども、そも

そも建設にかかった起債の償還以外は自主独立というか、使用料であるとかそういうもの

で賄っていくという、そういうたてりの事業だったやに記憶をしておりますので、今ご答

弁いただいた５年度の早い時期に一度結果を云々と、その結果を考える中での織り込み済

みというか、今申し上げました起債の償還以外は自主採算性でやっていけるということを

織り込み済みという理解でいいんですか。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 会計制度の変更によって、いろんな補助金とか出資金という色分けの関係で、若干の軌

道修正はちょっとしないといけないかなという、文言的な解釈ではちょっとあるんですけ

れども、基本的に旧の繰入金という考え方を横滑りさすと、起債の償還分以外のいわゆる

維持管理費については自主財源で賄えるようにという格好で考えております。次の検討に

はさらに一歩進んだ考えというのも持たなければいけないのかなという感じは持っていま

す。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１２号 令和４年度美浜町下水

道事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 日程第５ 議案第１３号 令和４年度美浜町水道事業会計予算についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 議案第１３号 令和４年度美浜町水道事業会計予算につい

て細部説明を申し上げます。 

 初めに、１ページの業務の予定量でございますが、給水戸数３，７２０戸、年間総給水

量８１万４，０００㎥を見込み、１日平均給水量は２，２３０㎥を予定してございます。 

 年間総給水量は、実績及び予測に基づき計上してございます。給水量は前年度並みでご
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ざいます。 

 次に、収益的収支は、水道事業収益１億３２，０６８千円の予定で、対前年度比１．０６％

の増加でございます。水道事業費用は１億２３，９０３千円の予定で、対前年度比０．０７％

の減少でございます。当年度の予定利益は税抜きで５，５９０千円を見込んでございます。 

 次に、資本的収支は、資本的収入８，１２５千円、資本的支出６４，１２６千円の予定

でございます。 

 なお、資本的収支の不足額５６，００１千円については、過年度損益勘定留保資金

２０，８０８千円、当年度損益勘定留保資金３２，５７７千円と当年度分消費税資本的収

支調整額２，６１６千円をもって補塡するものでございます。 

 第５条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでござ

います。 

 第６条は、一時借入金の限度額を３０，０００千円と定めてございます。 

 第７条は、予定支出の各項の金額の流用について、収益的支出のうち、第１項営業費用

と第２項営業外費用との間の流用ができることとしてございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費２４，４５４

千円と定めてございます。 

 第９条は、たな卸資産の購入限度額として、量水器及び量水器ボックス、修繕材料費で

２，９８９千円と定めてございます。 

 以上の予算の見積基礎として、１１ページ、１２ページの資本的収入についてご説明い

たします。 

 営業収益は１億１７，２６９千円で、内訳は、水道使用料１億１２，６９０千円、メー

ター使用料３，５６７千円、受託工事収益８２５千円、その他の営業収益１８７千円でご

ざいます。 

 営業外収益は１４，７９９千円で、内訳は、受取利息８１千円、長期前受金戻入

１３，２８６千円、雑収益１，４３２千円でございます。 

 次に、１３ページから１８ページの収益的支出についてご説明いたします。 

 営業費用は１億１４，７０９千円で、内訳としまして、原水及び浄水費は１６，２９９

千円で、対前年度比７０７千円の減額、４．１６％の減少、主な支出は動力費９，９９５

千円、薬品費３，６５２千円でございます。 

 配水及び給水費は６，４１９千円で、対前年度比２２千円の増額、０．３４％の増加、

内訳は、修繕費５，０９９千円、材料費１，３２０千円で、増額の要因は量水器取替え個

数の増加によるものでございます。 

 受託工事費は、消火栓設置工事費８２５千円を計上してございます。 

 総係費は３５，３４５千円で、対前年度比１，０４２千円の増額、３．０４％の増加、

主な支出は給料１３，１６２千円、手当５，８８５千円、法定福利費５，４０７千円、委

託料６，５８５千円でございます。 
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 減価償却費は、有形固定資産５０，４４９千円と無形固定資産２，７９２千円の合計

５３，２４１千円を計上してございます。 

 資産減耗費は、固定資産除却費２，５８０千円を計上してございます。 

 営業外費用は８，６３９千円で、内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費３，５４６千円、

消費税及び地方消費税５，０７３千円、雑支出２０千円でございます。 

 特別損失は５５千円、予備費は５００千円でございます。 

 次に、１９ページ、２０ページの資本的収入についてご説明いたします。 

 資本的収入は８，１２５千円で、内訳は、分担金２７５千円、補償金６，１６０千円、

負担金１，６９０千円でございます。分担金は、１３㎜の新規加入分担金５件分、保証金

は寺田橋配水管添架に伴うもの、負担金は検針用機器更新による下水道事業の負担金負担

分となってございます。 

 次に、２１ページ、２２ページの資本的支出についてご説明いたします。 

 資本的支出は６４，１２６千円で、内訳は、建設改良費３６，９１５千円、企業債償還

金２７，２１１千円でございます。建設改良費では、三尾地区での配水管更新工事、寺田

橋配水管添架工事、検針用機器購入費、送水管布設替設計委託業務を計上してございます。 

 次に、２３ページ、２４ページは予定貸借対照表、２５ページ、２６ページは令和３年

度の予定貸借対照表、２７ページ、２８ページは令和３年度の予定損益計算書でございま

す。 

 ２９ページ、３０ページは注記で、重要な会計方針等でございます。 

 ３１ページは予定キャッシュ・フロー計算書で、資金期末残高は２億２６，８５２千円

を見込んでございます。 

 以後は、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１３号 令和４年度美浜町水道

事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 日程第６ 議案第１４号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定について、日
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程第７ 議案第１５号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定について、日

程第８ 議案第１６号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定については、同

種の事件として一括議題に供したいと思います。ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、日程第６ 議案第１４号、日程

第７ 議案第１５号、日程第８ 議案第１６号を一括議題とします。 

 ３件について細部説明を求めます。防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） 議案第１４号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者

の指定について、議案第１５号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定につ

いて、議案第１６号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定について、一括し

て細部説明を申し上げます。 

 議案第１４号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定については、美浜町カナ

ダミュージアムの指定管理者である特定非営利活動法人日ノ岬・アメリカ村の指定が令和

４年３月３１日で終了いたします。 

 引き続き同団体を、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、指定管理

者に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

 議案第１５号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定については、美浜町

アメリカ村ゲストハウスの指定管理者である特定非営利活動法人日ノ岬・アメリカ村の指

定が令和４年３月３１日で終了いたします。 

 引き続き同団体を、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、指定管理

者に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

 議案第１６号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定については、美浜町ア

メリカ村レストランの指定管理者である特定非営利活動法人日ノ岬・アメリカ村の指定が

令和４年３月３１日で終了いたします。 

 引き続き同団体を、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、指定管理

者に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） ３件一括して質疑を行います。６番、髙野議員。 

○６番（髙野正君） はい、６番、髙野。なぜ公募しないんですか。決まり事のように指

定管理者、お決まりのコースじゃないですか。公募する気は全くないんですね。 

○議長（谷重幸君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） 今のところ全く考えておりません。当初からやっていた

だいている団体にお願いしたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第１４号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） 続いて、議案第１５号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） 続いて、議案第１６号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１４号について採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１４号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１４号 美浜町カナダミュージ

アムの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１５号について採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１５号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１５号 美浜町アメリカ村ゲス

トハウスの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１６号について採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１６号 美浜町アメリカ村レス

トランの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 日程第９ 議案第１７号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定について、日程第

１０ 議案第１８号 美浜町多目的室の指定管理者の指定については、同種の事件として

一括議題に供したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、日程第９ 議案第１７号、日程

第１０ 議案第１８号を一括議題とします。 

 ２件について細部説明を求めます。防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） 議案第１７号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定

について、議案第１８号 美浜町多目的室の指定管理者の指定について、一括して細部説

明を申し上げます。 

 議案第１７号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定については、美浜町産品コーナ
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ーの指定管理者である一般社団法人煙樹の杜の指定が令和４年３月３１日で終了いたしま

す。 

 引き続き同団体を、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、指定管理

者に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

 議案第１８号 美浜町多目的室の指定管理者の指定については、美浜町多目的室の指定

管理者である一般社団法人煙樹の杜の指定が令和４年３月３１日で終了いたします。 

 引き続き同団体を、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、指定管理

者に指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） ２件一括して質疑を行います。４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） ちょっとお聞きします。産品コーナーっていろんな地元のお店さ

んとか入ってくれたりしているところ、ここには実際産品、私ももちろん行ったことある

んですけれども、地元の産品と呼ばれるものはあるんですか。 

○議長（谷重幸君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） お答えします。 

 以前はあったようには聞いておるんですが、今現在は置いているようには思いません。

ただ、自分とこの直営ということで、煙樹の杜のほうでいろいろ商品開発したものを置い

ていることはたまにあります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 私は全然否定はしていないんですけれども、名前を、例えば多目

的というのは確かにいろんな団体さんが入られて多目的に使われていると。ただただ名前

の問題ではあるんですけれども、あまり産品コーナーと言ったら、産品を置いているんか

なというイメージもあって、例えばどっかに何かに新聞さんに売り出すときにでも「産品

コーナーありますよ」と言って、中身は例えばお食事どころだったり喫茶店だったりする

ところに産品コーナー、今回もお受けできますかという、この流れがちょっと僕、引っか

かったところがあってもう一回質問させてもらいますけれども、いいんですか、産品コー

ナーで。 

○議長（谷重幸君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） 名前というところで言いますとなかなか難しいところが

あるんですが、これがもう少しやってみて、実態にそぐわないということになれば、こう

いう名前の変更もありかなとは思います。ただ今のところ、ほとんどシェアキッチンとい

うような形で、利用がほぼそういうことでございます。ただ、こういう名前を残しておく

ことによって、もしかしたらそういうことも入れられるかも分かりません。今、シェアキ
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ッチンのほうもかなり件数が減ってきている状況でありますので、もうしばらく名前の変

更等にはちょっとお時間いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） シェアキッチンって今、すみません、無知で。何件ぐらい入れ替

わりやっているんですか。 

○議長（谷重幸君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（太田康之君） 僕が聞いている限りでよろしいですか。１事業者入って

いるということは聞いております。ただ、過去にはカフェであったりとか、そういうふう

な事業者もあったようには聞いておるんですが、今現在は１者だと思います。申し訳ない、

確かではないんですが、１者だと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第１７号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） 続いて、議案第１８号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１７号について採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１７号 美浜町産品コーナーの

指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１８号について採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、議案第１８号 美浜町多目的室の指定

管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１１ 議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条１３項及び美浜町会議規則第１２８条

の規定によって、お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手

元に配付しています議員派遣の件のとおり決定しました。 
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 しばらく休憩します。 

午前十時四十七分休憩 

   ―――・――― 

午前十時四十八分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま、各委員長から委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出され

ました。これを日程に追加し、追加日程第１２として議題にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続審査及び

調査についてを日程に追加し、追加日程第１２として議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１２ 委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申

出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませ

んか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和４年美浜町議会第１回定例会を閉会します。 

午前十時四十九分閉会 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 


